
簡易な収入（所得）見込額の申立書
〇 「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金申請書（請求書）（家計急変世帯）」と一緒にご提出ください。

〇 世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、住民税非課税水準に相当する収入（所得）であるかを確認します。

〇 定年退職による収入の減少や年金が支給されない月など、収入がないことがあらかじめ明らかであるものは、「予期せず家計が
急変」に該当しません。

① 令和４年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳と合計額をご記入ください。 令和 年 月分

〇 不法行為に起因する収入の減少は、「予期せず家計が急変」に該当しません。

※世帯員１人につき１枚の作成が必要です。申請時点の状況についてご記入ください。

申し立てする
世帯員の氏名

及び

生年月日

左記の方が扶養
する者の人数

本人に対する
各種控除の

適用
（該当項目の□に

チェック「✔」を記入 ）

□障害者控除

□寡婦控除

□ひとり親控除

□未成年者控除人

百 十 一 各収入で提出が必要となる書類の写し（コピー）

給与収入 A

対象となる収入の種類 万 千

円 給与明細書 等

円 帳簿 等

年金収入（障害年金、遺族年金除く） C

事業収入又は不動産収入 B

円

 Ｄ×１２

② 年間収入見込額をご記入ください。（①で記載した任意の１か月の収入合計額を１２倍した額となります。）

収入合計額 Ａ＋Ｂ＋Ｃ Ｄ

円
年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書 等
（←１か月分の金額を記入）

収
入

円年間収入見込額 Ｄ×１２ Ｅ

③ 下の早見表から、扶養している親族等の状況に応じた「非課税相当収入額」をご記入ください。

非課税相当収入限度額 Ｆ 円

□ ［配偶者・扶養親族］（計３名）を扶養している場合 2,327,999 円

障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合
□ ［配偶者・扶養親族］（計１名）を扶養している場合 1,469,000 円

［配偶者・扶養親族］
（計２名）以下の場合

［配偶者・扶養親族］
（計３名）以上の場合

□

2,043,999 円 扶養親族等の人数に応じた額

※ 非課税相当収入限度額の算出に当たっての“配偶者”は、地方税法等における同一生計配偶者であり、青色専従者給与の支払いを受けている
者及び事業専従者に該当する者を含みません。

④ 「年間収入見込額（Ｅ）」と「非課税相当収入限度額（Ｆ）」を比較し、該当項目の □ にチェック「✔」してください。

□ ［配偶者・扶養親族］（計４名）を扶養している場合 2,779,999 円 □

早
見
表

「扶養している親族等の状況」及び「非課税相当収入限度額」　（該当項目の □ にチェック「✔」してください。）

□ 単身又は扶養親族がいない場合 965,000 円

［配偶者・扶養親族］（計２名）を扶養している場合 1,879,999 円

④において、

要件に該当する場合
記入は以上です。
給与明細書や帳簿など、必要書類の写しと一緒にご提出ください。

要件に該当しない場合 裏面を記入し、年間の『所得』見込額による要件確認をお願いします。

「年間収入見込額(Ｅ)」が、「非課税相当収入限度額(Ｆ)」
□ 以下となります。 ⇒ 要件に該当します。

□ 超となります。 ⇒ 要件に該当しません。

表面（収入）で要件に該当しない場合は、引き続き、裏面（所得）を記入してください。

  明  ・  大  ・  昭  ・  平  ・  令
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（H17.1.3以降生）



⑤ 表面①のＡ欄の「給与収入」額を１２倍した額を記入し、下の早見表から、「給与所得控除」額を記入してください。

万 千 百 十 一

給与収入の１２か月分 A×１２

給与所得控除額 Ｇ

円 ←表面①のＡ欄の給与収入額×１２

円

早
見
表

給与収入に応じた控除額算定式　（該当項目の □ にチェック「✔」してください。）

□ 給与収入（A×12）が55万円以下 給与収入（A×12）の全額

□ 給与収入（A×12）が180万円超360万円以下 　給与収入（Ａ×12）×30％＋  80,000円

□ 給与収入（A×12）が360万円超660万円以下 　給与収入（Ａ×12）×20％＋440,000円

□ 給与収入（A×12）が55万超162.5万円以下   550,000円

□ 給与収入（A×12）が162.5万円超180万円以下 　給与収入（Ａ×12）×40％－100,000円

円  １２か月相当額

・ 帳簿等の上記の経費が分かる書類の写し（コピー）をご提出ください。

⑦ 表面①のＣ欄の「年金収入」額を１２倍した額を記入し、下の早見表から、「公的年金等控除」額を記入してください。

⑥ 表面①のＢ欄の「事業収入又は不動産収入」のために要した経費の１２か月相当額を記入してください。

事業収入又は不動産収入の経費 Ｈ

十 一

年金収入の１２か月分 C×１２

万 千 百

円

←表面①のＣ欄の年金収入額×１２

公的年金等控除額 Ｉ

円

65歳
未満の方

早
見
表

年金収入に応じた控除額算定式　（該当項目の □ にチェック「✔」してください。）

□ 年金収入（Ｃ×12）が60万円以下 年金収入（Ｃ×12）の全額

□ 年金収入（Ｃ×12）が60万円超130万円未満 600,000円

□ 年金収入（Ｃ×12）が130万円以上410万円未満 年金収入（Ｃ×12）×0.25＋275,000円

□ 年金収入（Ｃ×12）が410万円以上770万円未満 年金収入（Ｃ×12）×0.15＋685,000円

円 ←裏面の「⑤のＧ欄」＋「⑥のＨ欄」＋「⑦のＩ欄」

65歳
以上の方

早
見
表

年金収入に応じた控除額算定式　（該当項目の □ にチェック「✔」してください。）

□ 年金収入（Ｃ×12）が110万円以下 年金収入（Ｃ×12）の全額

□ 年金収入（Ｃ×12）が110万円超330万円未満 1,100,000円

□ 年金収入（Ｃ×12）が330万円以上410万円未満 年金収入（Ｃ×12）×0.25＋275,000円

□ 年金収入（Ｃ×12）が410万円以上770万円未満 年金収入（Ｃ×12）×0.15＋685,000円

⑧ 表面②のＥ欄の年間収入見込額を転記し、裏面 Ｇ・Ｈ・Ｉ の控除額等を合計した額を記入し、年間所得見込額を計算してください。

年間収入見込額 Ｅ 円 ←表面②のＥ欄から転記してください。

円年間所得見込額 Ｅ－Ｊ Ｋ

控除額等の合計額 Ｇ＋Ｈ＋Ｉ Ｊ

□

⑨ 下の早見表から、扶養している親族等の状況に応じた「非課税相当所得限度額」をご記入ください。

非課税相当所得限度額 Ｌ 円

円

早
見
表

「扶養している親族等の状況」及び「非課税相当所得限度額」　（該当項目の □ にチェック「✔」してください。）

□ 単身又は扶養親族がいない場合 415,000 円

［配偶者・扶養親族］（計２名）を扶養している場合 1,234,000 円

□ ［配偶者・扶養親族］（計３名）を扶養している場合 1,549,000 円

障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合
□ ［配偶者・扶養親族］（計１名）を扶養している場合 919,000 円

［配偶者・扶養親族］
（計２名）以下の場合

［配偶者・扶養親族］
（計３名）以上の場合

□

「年間所得見込額(Ｋ)」が、「非課税相当所得限度額(Ｌ)」
□ 以下となります。 ⇒ 要件に該当します。

□ 超となります。 ⇒ 要件に該当しません。

1,350,000 円 扶養親族等の人数に応じた額

“配偶者”の定義は表面③の※と同じ。

⑩ 「年間所得見込額（Ｋ）」と「非課税相当所得限度額（Ｌ）」を比較し、該当項目の □ にチェック「✔」してください。

□ ［配偶者・扶養親族］（計４名）を扶養している場合 1,864,000

（S33.1.1以前生）

（S33.1.2以降生）


